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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カードを前後方向に沿って後方に移動することで前記カードと接続可能なコネクタであ
って、
　前記カードは、前記前後方向に沿って後方に移動することで前記コネクタに挿入可能で
あり、且つ、前記前後方向に沿って前方に移動することで前記コネクタから抜去可能であ
り、
　前記コネクタは、コンタクトと、保持部材とを備えており、
　前記コンタクトは、被保持部と、被押圧部と、被保護部とを有しており、
　前記保持部材は、平板形状の平板部を有しており、
　前記平板部は、保持部と、保護部と、受容部とを有しており、
　前記保持部は、前記被保持部を保持しており、
　前記保護部は、前記平板部の一部であり、
　前記受容部は、前記保護部の前方又は後方に位置する空間であり、
　前記保護部と前記受容部とは、前記前後方向に並んでおり、
　前記保護部は、前記前後方向と直交する上下方向において、前記被保護部の上方に位置
しており、これにより、前記被保護部の上方への移動を規制しており、
　前記被保護部は、前記上下方向に沿って見たときに前記保護部と重なる所定部位と、前
記前後方向及び前記上下方向の双方と直交する横方向において前記所定部位と同じ位置に
ある先端とを有しており、
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　前記先端は、前記前後方向における前記保護部の端に位置するか、又は、前記前後方向
において前記保護部から離れており、
　前記被押圧部は、前記コネクタと前記カードとの接続に伴って、下方に押圧されて移動
し、
　前記被押圧部が下方に移動する際に、前記先端は、前記保護部と接触することなく前記
受容部内に位置する
コネクタ。
【請求項２】
　請求項１記載のコネクタであって、
　前記被保護部の前記先端は、前記上下方向に沿って見たときに前記保護部と重なってい
ない
コネクタ。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２記載のコネクタであって、
　前記コネクタは、受止部を備えており、
　前記コンタクトは、移動可能な可動端部を有しており、
　前記被押圧部が下方に移動する際に、前記可動端部は、前記上下方向において前記受止
部に受け止められる
コネクタ。
【請求項４】
　請求項３記載のコネクタであって、
　前記受止部は、前記平板部の一部である
コネクタ。
【請求項５】
　請求項３記載のコネクタであって、
　前記受止部は、前記平板部に組み込まれた金属部材の一部である
コネクタ。
【請求項６】
　請求項３乃至請求項５のいずれかに記載のコネクタであって、
　前記可動端部は、前記被保護部である
コネクタ。
【請求項７】
　請求項６記載のコネクタであって、
　前記保護部は、前記前後方向において少なくとも部分的に前記受止部と同じ位置にある
コネクタ。
【請求項８】
　請求項６又は請求項７記載のコネクタであって、
　前記受容部は、底面を有しており、
　前記受止部と前記底面とは、前記前後方向において並んでおり、
　前記底面は、前記受止部よりも下方に位置しており、
　前記被押圧部が下方に移動する際に、前記可動端部は、前記上下方向において前記受止
部に受け止められつつ、前記前後方向において前記受止部から前記底面に向かって移動す
る
コネクタ。
【請求項９】
　請求項３乃至請求項８のいずれかに記載のコネクタであって、
　前記被押圧部が下方に移動する際に、前記可動端部は、前記上下方向において前記受止
部に受け止められつつ、前方に向かって移動する
コネクタ。
【請求項１０】
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　請求項３乃至請求項８のいずれかに記載のコネクタであって、
　前記被押圧部が下方に移動する際に、前記可動端部は、前記上下方向において前記受止
部に受け止められつつ、後方に向かって移動する
コネクタ。
【請求項１１】
　請求項３乃至請求項１０のいずれかに記載のコネクタであって、
　前記コンタクトは、第１バネ部と、第２バネ部とを有しており、
　前記第１バネ部は、前記被保持部から前記可動端部まで延びており、且つ、前記被押圧
部と、起点部とを有しており、
　前記第２バネ部は、前記起点部から延びており、且つ、自由端と、接点とを有しており
、
　前記接点は、前記カードと電気的に接続する部位であり、前記自由端と前記起点部との
間に位置しており、
　前記被押圧部が下方に移動する際に、前記起点部及び前記自由端は、下方に移動する
コネクタ。
【請求項１２】
　請求項１１記載のコネクタであって、
　前記第１バネ部は、第１梁部と、第２梁部と、連結部とを有しており、
　前記連結部は、前記横方向において前記第１梁部と前記第２梁部とを互いに連結してお
り、
　前記被押圧部は、第１被押圧部と、第２被押圧部とを含んでおり、
　前記第１被押圧部は、前記第１梁部の一部であり、前記第２被押圧部は、前記第２梁部
の一部であり、
　前記接点は、前記横方向において、前記第１梁部と前記第２梁部との間に位置している
コネクタ。
【請求項１３】
　請求項１２記載のコネクタであって、
　前記第１バネ部は、接続端部を有しており、
　前記接続端部は、前記第１梁部の端部と前記第２梁部の端部とを互いに接続しており、
　前記被押圧部は、第３被押圧部を含んでおり、
　前記起点部及び前記第３被押圧部の夫々は、前記接続端部の一部であり、
　前記可動端部は、前記接続端部から延びている
コネクタ。
【請求項１４】
　請求項１２又は請求項１３記載のコネクタであって、
　前記横方向に沿って見たとき、前記自由端は、前記第１梁部の上面及び前記第２梁部の
上面の下方に位置している
コネクタ。
【請求項１５】
　請求項１１乃至請求項１４のいずれかに記載のコネクタであって、
　前記第２バネ部は、前記起点部から後方に延びており、前記自由端として後端を有して
いる
コネクタ。
【請求項１６】
　請求項１乃至請求項１５のいずれかに記載のコネクタであって、
　前記コネクタは、シェルを備えており、
　前記シェルは、前記保持部材に取り付けられており、前記保持部材と共に収容部を構成
しており、
　前記収容部は、前記コネクタと接続された前記カードを、少なくとも部分的に収容し、
　前記保護部は、前記収容部の下方に位置している
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コネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、SIM(Subscriber Identity Module)カードのようなカードと接続するコネク
タに関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、特許文献１には、このタイプのコネクタが開示されている。図２７を参照する
と、特許文献１のコネクタ９００は、ベース部材９１０（保持部材）と、コンタクト端子
９２０（コンタクト）とを備えている。ベース部材９１０には、溝９１２と肩部９１４と
が形成されている。溝９１２は、肩部９１４によって上方から覆われている。コンタクト
端子９２０は、その一端に可動端９２２を有している。コンタクト端子９２０の他端（図
示せず）は、ベース部材９１０に保持されており、これにより可動端９２２は、移動可能
である。可動端９２２には、係合部９２４が形成されている。可動端９２２が上方に移動
すると、係合部９２４が肩部９１４に係合する。このため、可動端９２２は、ベース部材
９１０の底面９１０Ｂを超えて上方に移動しない。これにより、コネクタ９００にカード
（図示せず）が挿入された際、可動端９２２がカードと突き当たることによって生じるコ
ンタクト端子９２０の座屈が防止される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第４７３３６１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　図２７を参照すると、カード（図示せず）の挿入に伴って可動端９２２が反り返り、係
合部９２４の先端９２６が肩部９１４に突き当たるおそれがある。先端９２６が肩部９１
４に突き当たると、コンタクト端子９２０のバネが硬くなる。この硬いバネに支持された
先端９２６は、肩部９１４を破損するおそれがある。更に、先端９２６が肩部９１４に食
い込んだ状態でコネクタ９００が落下等による衝撃を受けた場合、コンタクト端子９２０
が破損する恐れがある。
【０００５】
　そこで、本発明は、コンタクトや保持部材の破損を、より確実に防止可能なコネクタを
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、第１のコネクタとして、
　カードを前後方向に沿って後方に移動することで前記カードと接続可能なコネクタであ
って、
　前記コネクタは、コンタクトと、保持部材とを備えており、
　前記コンタクトは、被保持部と、被押圧部と、被保護部とを有しており、
　前記保持部材は、平板形状の平板部を有しており、
　前記平板部は、保持部と、保護部と、受容部とを有しており、
　前記保持部は、前記被保持部を保持しており、
　前記保護部と前記受容部とは、前記前後方向に並んでおり、
　前記保護部は、前記前後方向と直交する上下方向において、前記被保護部の上方に位置
しており、
　前記被保護部は、前記上下方向に沿って見たときに前記保護部と重なる所定部位と、前
記前後方向及び前記上下方向の双方と直交する横方向において前記所定部位と同じ位置に
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ある先端とを有しており、
　前記先端は、前記前後方向における前記保護部の端に位置するか、又は、前記前後方向
において前記保護部から離れており、
　前記被押圧部は、前記コネクタと前記カードとの接続に伴って、下方に押圧されて移動
し、
　前記被押圧部が下方に移動する際に、前記先端は、前記保護部と接触することなく前記
受容部内に位置する
コネクタを提供する。
【０００７】
　また、本発明は、第２のコネクタとして、第１のコネクタであって、
　前記被保護部の前記先端は、前記上下方向に沿って見たときに前記保護部と重なってい
ない
コネクタを提供する。
【０００８】
　また、本発明は、第３のコネクタとして、第１又は第２のコネクタであって、
　前記コネクタは、受止部を備えており、
　前記コンタクトは、移動可能な可動端部を有しており、
　前記被押圧部が下方に移動する際に、前記可動端部は、前記上下方向において前記受止
部に受け止められる
コネクタを提供する。
【０００９】
　また、本発明は、第４のコネクタとして、第３のコネクタであって、
　前記受止部は、前記平板部の一部である
コネクタを提供する。
【００１０】
　また、本発明は、第５のコネクタとして、第３のコネクタであって、
　前記受止部は、前記平板部に組み込まれた金属部材の一部である
コネクタを提供する。
【００１１】
　また、本発明は、第６のコネクタとして、第３乃至第５のいずれかのコネクタであって
、
　前記可動端部は、前記被保護部である
コネクタを提供する。
【００１２】
　また、本発明は、第７のコネクタとして、第６のコネクタであって、
　前記保護部は、前記前後方向において少なくとも部分的に前記受止部と同じ位置にある
コネクタを提供する。
【００１３】
　また、本発明は、第８のコネクタとして、第６又は第７のコネクタであって、
　前記受容部は、底面を有しており、
　前記受止部と前記底面とは、前記前後方向において並んでおり、
　前記底面は、前記受止部よりも下方に位置しており、
　前記被押圧部が下方に移動する際に、前記可動端部は、前記上下方向において前記受止
部に受け止められつつ、前記前後方向において前記受止部から前記底面に向かって移動す
る
コネクタを提供する。
【００１４】
　また、本発明は、第９のコネクタとして、第３乃至第８のいずれかのコネクタであって
、
　前記被押圧部が下方に移動する際に、前記可動端部は、前記上下方向において前記受止
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部に受け止められつつ、前方に向かって移動する
コネクタを提供する。
【００１５】
　また、本発明は、第１０のコネクタとして、第３乃至第８のいずれかのコネクタであっ
て、
　前記被押圧部が下方に移動する際に、前記可動端部は、前記上下方向において前記受止
部に受け止められつつ、後方に向かって移動する
コネクタを提供する。
【００１６】
　また、本発明は、第１１のコネクタとして、第３乃至第１０のいずれかのコネクタであ
って、
　前記コンタクトは、第１バネ部と、第２バネ部とを有しており、
　前記第１バネ部は、前記被保持部から前記可動端部まで延びており、且つ、前記被押圧
部と、起点部とを有しており、
　前記第２バネ部は、前記起点部から延びており、且つ、自由端と、接点とを有しており
、
　前記接点は、前記カードと電気的に接続する部位であり、前記自由端と前記起点部との
間に位置しており、
　前記被押圧部が下方に移動する際に、前記起点部及び前記自由端は、下方に移動する
コネクタを提供する。
【００１７】
　また、本発明は、第１２のコネクタとして、第１１のコネクタであって、
　前記第１バネ部は、第１梁部と、第２梁部と、連結部とを有しており、
　前記連結部は、前記横方向において前記第１梁部と前記第２梁部とを互いに連結してお
り、
　前記被押圧部は、第１被押圧部と、第２被押圧部とを含んでおり、
　前記第１被押圧部は、前記第１梁部の一部であり、前記第２被押圧部は、前記第２梁部
の一部であり、
　前記接点は、前記横方向において、前記第１梁部と前記第２梁部との間に位置している
コネクタを提供する。
【００１８】
　また、本発明は、第１３のコネクタとして、第１２のコネクタであって、
　前記第１バネ部は、接続端部を有しており、
　前記接続端部は、前記第１梁部の端部と前記第２梁部の端部とを互いに接続しており、
　前記被押圧部は、第３被押圧部を含んでおり、
　前記起点部及び前記第３被押圧部の夫々は、前記接続端部の一部であり、
　前記可動端部は、前記接続端部から延びている
コネクタを提供する。
【００１９】
　また、本発明は、第１４のコネクタとして、第１２又は第１３のコネクタであって、
　前記横方向に沿って見たとき、前記自由端は、前記第１梁部の上面及び前記第２梁部の
上面の下方に位置している
コネクタを提供する。
【００２０】
　また、本発明は、第１５のコネクタとして、第１１乃至第１４のいずれかのコネクタで
あって、
　前記第２バネ部は、前記起点部から後方に延びており、前記自由端として後端を有して
いる
コネクタを提供する。
【００２１】
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　また、本発明は、第１６のコネクタとして、第１乃至第１５のいずれかのコネクタであ
って、
　前記コネクタは、シェルを備えており、
　前記シェルは、前記保持部材に取り付けられており、前記保持部材と共に収容部を構成
しており、
　前記収容部は、前記コネクタと接続された前記カードを、少なくとも部分的に収容し、
　前記保護部は、前記収容部の下方に位置している
コネクタを提供する。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、コンタクトの被保持部が保持部に保持されており、コンタクトの被保
護部が保護部の下方に位置している。このため、コネクタが衝撃を受けたとしても、被保
護部が保護部によって受け止められ、コンタクトの変形が防止される。また、コネクタが
カードと接続する際、被保護部の先端は、保護部と接触することなく受容部内に位置する
。このため、コネクタがカードと接続する際、コンタクトのバネは硬くならず、保護部や
コンタクトの破損が防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の第１の実施の形態によるコネクタを示す斜視図である。回路基板の搭載
面の一部を描画している。
【図２】図１のコネクタに接続可能なカードを示す斜視図である。
【図３】図２のカードと同じ外部形状を有するカードアダプタを示す斜視図である。カー
ドアダプタには、図１のコネクタに接続可能な他のカードを装着可能である。
【図４】図１のコネクタのコンタクトを示す斜視図である。
【図５】図１のコネクタを示す分解斜視図である。コネクタの保持部材には、コンタクト
が取り付けられている。コンタクトの被保護部の近傍（破線で囲んだ部分）を拡大して描
画している。
【図６】図１のコネクタを示す底面図である。コンタクトの被保護部の近傍（破線で囲ん
だ部分）を拡大して描画している。
【図７】図１のコネクタを示す上面図である。コンタクトの被保護部の近傍（破線で囲ん
だ部分）を拡大して描画している。
【図８】図１のコネクタを示す正面図である。回路基板の搭載面の一部を描画している。
【図９】図７のコネクタをＩＸ－ＩＸ線に沿って示す断面図である。回路基板の搭載面の
一部を描画している。
【図１０】図９のコネクタの一部（破線Ａで囲んだ部分）を示す断面図である。カードの
一部を１点鎖線で描画している。また、コンタクトの被保護部の近傍（破線で囲んだ部分
）を拡大して描画している。
【図１１】図９のコネクタの一部（破線Ａで囲んだ部分）を示す断面図である。カードが
装着されていないカードアダプタの一部を１点鎖線で描画している。
【図１２】図９のコネクタの一部（破線Ａで囲んだ部分）を示す断面図である。コンタク
トは弾性変形している。カードの一部を１点鎖線で描画し、回路基板の搭載面の一部を実
線で描画している。また、コンタクトの被保護部の近傍（破線で囲んだ部分）を拡大して
描画している。
【図１３】本発明の第２の実施の形態によるコネクタを示す斜視図である。回路基板の搭
載面の一部を描画している。
【図１４】図１３のコネクタのシェルを示す上面図である。
【図１５】図１３のコネクタの保持部材を示す上面図である。保持部材には、コンタクト
が取り付けられている。コンタクトの被保護部の近傍（破線で囲んだ部分）を拡大して描
画している。
【図１６】図１５の保持部材をＸＶＩ－ＸＶＩ線に沿って示す断面図である。コンタクト
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の被保護部の近傍（破線で囲んだ部分）を拡大して描画している。
【図１７】図１５の保持部材をＸＶＩ－ＸＶＩ線に沿って示す断面図である。コンタクト
は弾性変形している。コンタクトの被保護部の近傍（破線で囲んだ部分）を拡大して描画
している。
【図１８】本発明の第３の実施の形態によるコネクタを示す斜視図である。回路基板の搭
載面の一部を描画している。
【図１９】図１８のコネクタのシェルを示す上面図である。
【図２０】図１８のコネクタの保持部材を示す上面図である。保持部材には、コンタクト
が取り付けられている。
【図２１】図２０の保持部材に取り付けられたコンタクト（破線Ｂで囲んだ部分）を示す
上面図である。
【図２２】図２１の保持部材とコンタクトとをＸＸＩＩ－ＸＸＩＩ線に沿って示す断面図
である。
【図２３】図２１の保持部材とコンタクトとをＸＸＩＩＩ－ＸＸＩＩＩ線に沿って示す断
面図である。
【図２４】図２０の保持部材に取り付けられたコンタクト（破線Ｂで囲んだ部分）を示す
上面図である。コンタクトは弾性変形している。
【図２５】図２４の保持部材とコンタクトとをＸＸＶ－ＸＸＶ線に沿って示す断面図であ
る。
【図２６】図２４の保持部材とコンタクトとをＸＸＶＩ－ＸＸＶＩ線に沿って示す断面図
である。
【図２７】特許文献１のコネクタの一部を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
（第１の実施の形態）
　図１及び図１０を参照すると、本発明の第１の実施の形態によるコネクタ１０は、カー
ド６００を前後方向（Ｘ方向）に沿って後方（－Ｘ方向）に移動することでカード６００
と接続可能である。本実施の形態において、カード６００は、－Ｘ方向（挿入方向）に沿
ってコネクタ１０に挿入可能であり、＋Ｘ方向（抜去方向）に沿ってコネクタ１０から抜
去可能である。図１、図８及び図９を参照すると、本実施の形態によるコネクタ１０は、
使用時に回路基板８００の搭載面８０２上に搭載される。但し、本発明は、これに限られ
ない。例えば、コネクタ１０は、所謂落とし込みタイプであってもよい。
【００２５】
　図２を参照すると、カード６００は、マイクロＳＩＭカードであり、４つの電極６１０
と、４つの電極６２０とを有している。電極６１０及び電極６２０は、カード６００の裏
面（－Ｚ側の面）に形成されている。電極６１０は、カード６００の後側（＋Ｘ側）に位
置して横方向（Ｙ方向）に並んでおり、電極６２０は、カード６００の前側（－Ｘ側）に
位置してＹ方向に並んでいる。後述するように、カード６００がコネクタ１０（図１参照
）に挿入される際、カード６００の先端６０２は、押圧部６０２として機能する。
【００２６】
　図１乃至図３を参照すると、コネクタ１０は、カード６００に加えて、カードアダプタ
７００に装着されたナノＳＩＭカード（図示せず）とも接続可能である。カードアダプタ
７００は、空間７２０を取り囲む枠体７１０から構成されている。枠体７１０は、カード
６００と同じ外部形状を有しており、空間７２０は、ナノＳＩＭカードの外部形状に対応
している。ナノＳＩＭカードを空間７２０に装着した状態でカードアダプタ７００をコネ
クタ１０に挿入することにより、ナノＳＩＭカードをコネクタ１０に接続できる。後述す
るように、枠体７１０の先端７１２は、カード６００の先端６０２と同様に、押圧部７１
２として機能する。更に、枠体７１０の内壁７１４も、押圧部７１４として機能する。
【００２７】
　図５に示されるように、本実施の形態によるコネクタ１０は、主として絶縁体からなる
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保持部材１００と、金属製のシェル２００と、金属製の３つの前側コンタクト（コンタク
ト）３００と、金属製の３つの後側コンタクト４００とを備えている。コンタクト３００
は、コネクタ１０の前側（＋Ｘ側）に位置してＹ方向に並んでおり、後側コンタクト４０
０は、コネクタ１０の後側（－Ｘ側）に位置してＹ方向に並んでいる。
【００２８】
　図１、図５、図８及び図９を参照すると、シェル２００は、上下方向（Ｚ方向）におけ
る上方から保持部材１００に取り付けられており、保持部材１００と共に収容部１２を構
成している。図１２を参照すると、収容部１２は、コネクタ１０と接続されたカード６０
０を、少なくとも部分的に収容するための空間である。収容部１２は、Ｚ方向において保
持部材１００とシェル２００の間に位置しており、Ｘ方向において、シェル２００の前端
（＋Ｘ側の端）と後端（－Ｘ側の端）の間に位置している。
【００２９】
　図４及び図５に示されるように、コンタクト３００は、被保持部３１０と、第１バネ部
３２０と、被保護部（可動端部）３８０と、第２バネ部３９０とを有している。被保持部
３１０は、保持部材１００に保持されている。第１バネ部３２０は、被保持部３１０から
前方（＋Ｘ方向）に延びている。被保護部３８０は、第１バネ部３２０から前方に延びて
おり、第２バネ部３９０は、第１バネ部３２０のＹ方向における中間部から後方に延びて
いる。
【００３０】
　図４に示されるように、第１バネ部３２０は、第１梁部３３０と、第２梁部３４０と、
連結部３５０と、接続端部３６０とを有している。第１梁部３３０と第２梁部３４０とは
、互いに平行に延びている。詳しくは、第１梁部３３０と第２梁部３４０の夫々は、Ｘ方
向に延びており、Ｘ方向における中間部において山状に突出している。連結部３５０は、
Ｙ方向において、第１梁部３３０と第２梁部３４０とを互いに連結している。
【００３１】
　図４、図１０及び図１１を参照すると、第１梁部３３０は、上面３３２と、第１被押圧
部（被押圧部）３３４と、端部３３６とを有している。上面３３２は、第１梁部３３０の
上端（＋Ｚ側の端）に位置しており、端部３３６は、第１梁部３３０の前端に位置してい
る。第１梁部３３０の後部は、カード６００やカードアダプタ７００がコンタクト３００
を押圧していない初期状態において、上方及び前方に延びている。被押圧部３３４は、こ
の後部の一部である。
【００３２】
　第２梁部３４０は、第１梁部３３０と同様に構成されている。詳しくは、第２梁部３４
０は、上面３４２と、第２被押圧部（被押圧部）３４４と、端部３４６とを有している。
上面３４２は、第２梁部３４０の上端に位置しており、端部３４６は、第２梁部３４０の
前端に位置している。第２梁部３４０の後部は、初期状態において、上方及び前方に延び
ている。被押圧部３４４は、この後部の一部である。
【００３３】
　図４に示されるように、接続端部３６０は、第１梁部３３０の端部３３６と第２梁部３
４０の端部３４６とを互いに接続している。接続端部３６０は、起点部３６２と、第３被
押圧部（被押圧部）３６４とを有している。起点部３６２は、Ｘ方向において接続端部３
６０の後端に位置しており、Ｙ方向において接続端部３６０の中間部に位置している。図
１０を参照すると、接続端部３６０は、初期状態において上方及び後方に延びている。
【００３４】
　図４及び図５を参照すると、第１バネ部３２０は、被保持部３１０の前端から可動端部
３８０の後端まで延びており、可動端部３８０は、第１バネ部３２０の前端（即ち、接続
端部３６０の前端）から前方に延びている。可動端部３８０は、保持部材１００に保持さ
れていない。これにより、第１バネ部３２０（より具体的には、第１梁部３３０及び第２
梁部３４０の夫々）は、下方（－Ｚ方向）に弾性変形可能である。可動端部３８０は、第
１バネ部３２０の弾性変形に伴って、保持部材１００に対して相対的に移動可能である。
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換言すれば、コンタクト３００は、移動可能な可動端部３８０を有している。
【００３５】
　上述したように、本実施の形態による第１バネ部３２０は、３つの被押圧部（第１被押
圧部３３４、第２被押圧部３４４及び第３被押圧部３６４）を有している。換言すれば、
コンタクト３００の被押圧部は、第１被押圧部３３４と、第２被押圧部３４４と、第３被
押圧部３６４を含んでいる。第１被押圧部３３４は、第１梁部３３０の一部であり、第２
被押圧部３４４は、第２梁部３４０の一部である。第３被押圧部３６４は、接続端部３６
０の一部である。加えて、第１バネ部３２０は、起点部３６２を有している。起点部３６
２も、接続端部３６０の一部である。
【００３６】
　図４及び図５に示されるように、第２バネ部３９０は、起点部３６２から後方に延びて
いる。第２バネ部３９０は、後端（自由端）３９４と、接点３９８とを有している。第２
バネ部３９０は、起点部３６２において第１バネ部３２０に連結されており、Ｚ方向に弾
性変形可能である。このため、後端３９４は、起点部３６２に対して相対的にＺ方向に移
動可能である。換言すれば、第２バネ部３９０は、自由端として後端３９４を有している
。
【００３７】
　図４及び図１０を参照すると、Ｙ方向に沿って見たとき、自由端３９４は、第１梁部３
３０の上面３３２及び第２梁部３４０の上面３４２の下方に位置している。接点３９８は
、カード６００やナノＳＩＭカード（図示せず）と電気的に接続する部位である。接点３
９８は、Ｘ方向において自由端３９４と起点部３６２との間に位置しており、Ｙ方向にお
いて、第１梁部３３０と第２梁部３４０との間に位置している。
【００３８】
　図５を参照すると、保持部材１００は、絶縁体からなる平板部１１０と、様々な金属部
材とを有している。平板部１１０は、平板形状を有している。平板部１１０は、コンタク
ト３００に夫々対応する複数の保持部１２０を有している。保持部１２０は、コンタクト
３００の被保持部３１０を保持している。本実施の形態によれば、コンタクト３００は、
インサート成型により平板部１１０に組み込まれており、これにより被保持部３１０は、
保持部１２０に強固に固定されている。但し、本発明は、これに限られない。例えば、被
保持部３１０は、保持部１２０に圧入されて保持され固定されていてもよい。
【００３９】
　図５乃至図７及び図１０を参照すると、平板部１１０は、コンタクト３００の夫々に対
応して、保護部１３０と、受容部１４０とを有している。保護部１３０は、平板部１１０
の一部であり、収容部１２の下方に位置している。受容部１４０は、収容部１２の下方に
位置する空間である。保護部１３０と受容部１４０とは、Ｘ方向に並んでいる。本実施の
形態において、受容部１４０は、保護部１３０の前方に位置している。
【００４０】
　図５、図７及び図１０を参照すると、保護部１３０は、Ｚ方向において、コンタクト３
００の被保護部３８０の上方に位置している。Ｚ方向に沿って見たとき、保護部１３０と
被保護部３８０とは、部分的に重なっている。詳しくは、被保護部３８０は、Ｚ方向に沿
って見たときに保護部１３０と重なる所定部位３８２を有している。また、被保護部３８
０は、Ｙ方向において所定部位３８２と同じ位置にある先端３８４を有している。本実施
の形態による先端３８４は、Ｘ方向において保護部１３０から離れている。このため、初
期状態における先端３８４は、Ｚ方向に沿って見たときに保護部１３０と重なっていない
。但し、本発明は、これに限られない。例えば、初期状態における先端３８４は、Ｘ方向
における保護部１３０の端（前端）に位置していてもよい。
【００４１】
　本実施の形態によれば、コネクタ１０が衝撃を受けたとしても、被保護部３８０が保護
部１３０によって受け止められ、コンタクト３００の大きな変形や塑性変形（破損）が防
止される。例えば、コネクタ１０が落下した際にコンタクト３００が上方に曲がって塑性
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変形することを防止できる。更に、本実施の形態によれば、被保護部３８０は、Ｙ方向に
おいても、２つの側壁に挟まれている。これにより、コンタクト３００の破損が更に確実
に防止されている。
【００４２】
　図７及び図１０を参照すると、コネクタ１０は、コンタクト３００の夫々に対応して、
受止部１５０を備えている。本実施の形態による受止部１５０は、平板部１１０の一部で
ある。受止部１５０は、被保護部３８０の下方に位置している。被保護部３８０は、保護
部１３０と受止部１５０とによって上下に（Ｚ方向において）挟まれており、被保護部３
８０のＺ方向の移動が規制されている。これにより、コンタクト３００の破損が更に確実
に防止されている。
【００４３】
　本実施の形態による受容部１４０は、底面１４２を有している。底面１４２は、平板部
１１０の一部である。受止部１５０と底面１４２とは、Ｘ方向において並んでいる。
【００４４】
　図１０及び図１２を参照すると、コネクタ１０にカード６００（接続対象物）又はカー
ドアダプタ７００（接続対象物：図３参照）が挿入されると、押圧部６０２又は押圧部７
１２（図２及び図３参照）が、コンタクト３００の被押圧部３６４と突き当たる。第１バ
ネ部３２０は、被押圧部３６４において下方に向かう力を受けて弾性変形する。これによ
り、被押圧部３６４は、下方に移動する。換言すれば、被押圧部３６４は、コネクタ１０
と接続対象物との接続に伴って、下方に押圧されて移動する。
【００４５】
　コンタクト３００の前端に位置する被保護部３８０は、保護部１３０の下方に位置して
いる。このため、接続対象物を挿入した際に、第１バネ部３２０は座屈しない。即ち、コ
ンタクト３００は、破損しない。また、図４を併せて参照すると、第１梁部３３０の端部
３３６及び第２梁部３４０の端部３４６のいずれも、接続端部３６０に接続されている。
このため、接続対象物をＸ方向と斜交する方向に沿って挿入した場合であっても、第１バ
ネ部３２０は座屈しない。
【００４６】
　図１０及び図１２を参照すると、被押圧部３６４が下方に移動する際に、可動端部３８
０は、Ｚ方向において受止部１５０に受け止められつつ、Ｘ方向において受止部１５０か
ら受容部１４０の底面１４２に向かって移動する。このとき、被保護部３８０の先端３８
４は、保護部１３０と接触することなく、受容部１４０の内部を前方及び上方に移動する
。換言すれば、被押圧部３６４が下方に移動する際に、先端３８４は、保護部１３０と接
触することなく受容部１４０内に位置する。上述のように、先端３８４が保護部１３０に
突き当たらないため、保護部１３０の破損を防止できる。本実施の形態によれば、コンタ
クト３００の破損だけでなく、保持部材１００の破損も防止可能である。
【００４７】
　本実施の形態において、受容部１４０の底面１４２は、Ｚ方向において受止部１５０よ
りも下方に位置している。このため、先端３８４は、底面１４２を擦ることなく、スムー
ズに前方に移動できる。但し、本発明は、これに限られない。例えば、先端３８４が、主
として上方に移動する場合、底面１４２は、Ｚ方向において受止部１５０と同じ位置にあ
ってもよいし、受止部１５０よりも少し上方に位置していてもよい。
【００４８】
　本実施の形態において、保護部１３０は、Ｘ方向において受止部１５０と部分的に重な
っている。これにより、保護部１３０のＸ方向におけるサイズを大きくし、より確実に被
保護部３８０を保護できる。但し、本発明は、これに限られない。例えば、保護部１３０
全体が、Ｘ方向において受止部１５０と同じ位置にあってもよい。換言すれば、保護部１
３０は、Ｘ方向において少なくとも部分的に受止部１５０と同じ位置にあってもよい。一
方、例えば、コネクタ１０のＸ方向におけるサイズに大きな制約がない場合、保護部１３
０は、Ｘ方向において受止部１５０から離れていてもよい。
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【００４９】
　本実施の形態において、受容部１４０は、上方に開口して収容部１２と連通している。
但し、本発明は、これに限られない。例えば、受容部１４０は、仕切り壁（図示せず）に
よって収容部１２から隔てられていてもよい。
【００５０】
　図１１を参照すると、カードアダプタ７００が、ナノＳＩＭカード（図示せず）を装着
せずに、コネクタ１０に挿入される可能性がある。この場合、挿入したカードアダプタ７
００を＋Ｘ方向に沿ってコネクタ１０から抜去する際、カードアダプタ７００の押圧部７
１４が、被押圧部３３４及び被押圧部３４４（図４参照）と突き当たる。この結果、第１
バネ部３２０は、接続対象物をコネクタ１０に挿入する際と同様に弾性変形する。詳しく
は、被押圧部３３４及び被押圧部３４４は、下方に移動し、可動端部３８０は、前方に移
動する。また、先端３８４は、保護部１３０と接触することなく受容部１４０内に位置す
る。本実施の形態によれば、誤って挿入されたカードアダプタ７００を抜去する際にも、
コンタクト３００及び保持部材１００の破損を防止できる。
【００５１】
　被押圧部３３４及び被押圧部３４４（図４参照）が下方に移動する際に、第１バネ部３
２０の起点部３６２及び第２バネ部３９０の自由端３９４は、下方に移動する。カードア
ダプタ７００の押圧部７１４が、＋Ｘ方向に移動して自由端３９４の近傍に到達したとき
には、自由端３９４は、押圧部７１４の下方に位置しており、カードアダプタ７００と接
触しない。これにより、第２バネ部３９０の座屈（破損）も防止できる。
【００５２】
　本実施の形態によれば、自由端３９４は、初期状態において、第１梁部３３０の上面３
３２及び第２梁部３４０（図４参照）の上面３４２によって規定される面（所定面）より
も下方に位置している。従って、より確実に第２バネ部３９０の座屈が防止できる。但し
、本発明は、これに限定されない。カードアダプタ７００が自由端３９４に接触しない限
り、自由端３９４は、初期状態において、所定面を越えて上方に位置していてもよい。
【００５３】
　以上の説明から理解されるように、本実施の形態によれば、初期状態における自由端３
９４の位置を高くでき、初期状態における接点３９８の位置も高くできる。これにより、
接点３９８の移動距離を大きくできる。本実施の形態による接点３９８は、カード６００
がコネクタ１０に挿入されたとき、電極６１０（図２参照）と好ましい接触力によって接
触する。
【００５４】
　本実施の形態は、既に説明した変形例に加えて、以下に説明するように様々に変形可能
である。
【００５５】
　図５及び図７を参照すると、本実施の形態による保護部１３０は、被保護部３８０のＹ
方向における中間部を覆っていない。換言すれば、本実施の形態による所定部位３８２は
、被保護部３８０のＹ方向における両側部に夫々位置する２つの部位から構成されている
。また、本実施の形態による保護部１３０は、初期状態において所定部位３８２と接触し
ていない。但し、本発明は、これに限られない。例えば、保護部１３０は、被保護部３８
０全体を上方から覆っていてもよい。換言すれば、被保護部３８０全体が所定部位であっ
てもよい。また、保護部１３０は、コンタクト３００の破損が防止できる限り、初期状態
において被保護部３８０から更に上方に離れていてもよいし、所定部位３８２と接触して
いてもよい。
【００５６】
　図１０を参照すると、本実施の形態による可動端部３８０（被保護部３８０）は、初期
状態において受止部１５０と接触している。但し、本発明は、これに限られない。例えば
、可動端部３８０は、初期状態において受止部１５０から上方に離れていてもよい。
【００５７】
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　図１０及び図１２を参照すると、本実施の形態による可動端部３８０は、コンタクト３
００の前端に位置しており、コンタクト３００の被押圧部が下方に移動する際に、前方に
向かって移動する。但し、本発明は、これに限られない。例えば、コンタクト３００は、
前後逆に平板部１１０に保持されていてもよい。この場合、可動端部３８０は、コンタク
ト３００の後端に位置し、被押圧部が下方に移動する際に、後方に向かって移動する。こ
れにより、本実施の形態と同様な効果が得られる。
【００５８】
　図５を参照すると、本実施の形態による後側コンタクト４００の夫々は、コンタクト３
００と同様に機能する。特に、後側コンタクト４００の夫々は、コンタクト３００の被保
護部３８０と同様に保護された被保護部を有している。但し、本発明は、これに限定され
ない。例えば、後側コンタクト４００は、コンタクト３００と異なる構造を有していても
よいし、コネクタ１０は、後側コンタクト４００を備えていなくてもよい。
【００５９】
　コネクタ１０は、シェル２００を備えていなくてもよい。この場合、例えば、コネクタ
１０を電子機器（図示せず）に取り付けたときに、収容部（図示せず）が形成されてもよ
い。
【００６０】
　本発明は、上述した本実施の形態及び変形例に加えて、更に様々に応用可能である。
【００６１】
（第２の実施の形態）
　図１３を参照すると、本発明の第２の実施の形態によるコネクタ１０Ａは、カード６０
０（図２参照）とは異なるカード（図示せず）と、コネクタ１０（図１参照）と同様に接
続可能である。本実施の形態によるコネクタ１０Ａは、コネクタ１０と同様に、使用時に
回路基板８００の搭載面８０２上に搭載される。以下、コネクタ１０Ａとコネクタ１０と
の相違点を中心に、コネクタ１０Ａについて説明する。
【００６２】
　図１３乃至図１５を参照すると、本実施の形態によるコネクタ１０Ａは、主として絶縁
体からなる保持部材１００Ａと、金属製のシェル２００Ａと、金属製の複数の前側コンタ
クト（コンタクト）３００Ａと、金属製の複数の後側コンタクト４００Ａとを備えている
。シェル２００Ａは、上方から保持部材１００Ａに取り付けられており、保持部材１００
Ａと共に収容部１２Ａを構成している。収容部１２Ａは、コネクタ１０Ａと接続されたカ
ード（図示せず）を、少なくとも部分的に収容する。コンタクト３００Ａは、前後方向（
Ｘ方向）において後側コンタクト４００Ａの前方に位置しており、Ｙ方向（横方向）に並
んでいる。
【００６３】
　図１５及び図１６に示されるように、コンタクト３００Ａは、被保持部３１０Ａと、バ
ネ部３２０Ａと、被押圧部３７０Ａと、被保護部（可動端部）３８０Ａと、接点３９８Ａ
とを有している。
【００６４】
　被保持部３１０Ａは、保持部材１００Ａに保持され固定されている。バネ部３２０Ａは
、被保持部３１０Ａから後方に延びている。被保護部３８０Ａは、バネ部３２０Ａから後
方に延びている。本実施の形態においても、可動端部は、被保護部３８０Ａである。バネ
部３２０Ａの前部（傾斜部）は、カード（図示せず）がコンタクト３００Ａを押圧してい
ない初期状態において、上方及び後方に延びている。被押圧部３７０Ａは、この傾斜部の
一部である。接点３９８Ａは、バネ部３２０Ａの上端に位置している。
【００６５】
　可動端部３８０Ａは、保持部材１００Ａに保持されていない。可動端部３８０Ａは、バ
ネ部３２０Ａの弾性変形に伴って、保持部材１００Ａに対して相対的に移動可能である。
換言すれば、コンタクト３００Ａは、移動可能な可動端部３８０Ａを有している。
【００６６】
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　図１５及び図１６を参照すると、保持部材１００Ａは、絶縁体からなる平板部１１０Ａ
を有している。平板部１１０Ａは、平板形状を有している。平板部１１０Ａは、コンタク
ト３００Ａの夫々に対応して、保持部１２０Ａと、保護部１３０Ａと、受容部１４０Ａと
を有している。
【００６７】
　保持部１２０Ａは、コンタクト３００Ａの被保持部３１０Ａを保持している。保護部１
３０Ａは、上下方向（Ｚ方向）において、収容部１２Ａの下方に位置している。受容部１
４０Ａは、収容部１２Ａの下方に位置する空間である。保護部１３０Ａと受容部１４０Ａ
とは、Ｘ方向に並んでいる。本実施の形態において、受容部１４０Ａは、保護部１３０Ａ
の後方に位置している。
【００６８】
　保護部１３０Ａは、Ｚ方向において、コンタクト３００Ａの被保護部３８０Ａの上方に
位置している。これにより、被保護部３８０Ａは、Ｚ方向に沿って見たときに保護部１３
０Ａと重なる所定部位３８２Ａを有している。また、被保護部３８０Ａは、Ｙ方向におい
て所定部位３８２Ａと同じ位置にある先端３８４Ａを有している。本実施の形態による先
端３８４Ａは、Ｘ方向において保護部１３０Ａから離れている。このため、先端３８４Ａ
は、Ｚ方向に沿って見たときに保護部１３０Ａと重なっていない。
【００６９】
　本実施の形態によれば、第１の実施の形態（図１０及び図１２参照）と同様に、コンタ
クト３００Ａの被保護部３８０Ａが、保護部１３０Ａによって上方から保護されている。
これにより、第１の実施の形態と同様に、コネクタ１０Ａに衝撃が加わった場合にも、コ
ンタクト３００Ａの破損を防止できる。
【００７０】
　図１６及び図１７を参照すると、コネクタ１０Ａが使用時に搭載される回路基板８００
の一部は、受止部８１０として機能する。また、回路基板８００の他の一部は、受容部１
４０Ａの底面１４２Ａとして機能する。換言すれば、使用時において、コネクタ１０Ａは
、受止部８１０を備えており、受容部１４０Ａは、底面１４２Ａを有している。受止部８
１０と底面１４２Ａとは、Ｘ方向において並んでいる。受止部８１０は、被保護部３８０
Ａから離れて被保護部３８０Ａの下方に位置している。底面１４２Ａは、Ｚ方向において
受止部８１０と同じ位置にある。本実施の形態によれば、平板部１１０ＡのＺ方向におけ
るサイズを小さくできる。加えて、保護部１３０Ａのサイズを比較的大きくできる。
【００７１】
　コネクタ１０Ａに接続対象物であるカード（図示せず）が挿入されると、カードの押圧
部（図示せず）が、コンタクト３００Ａの被押圧部３７０Ａと突き当たる。バネ部３２０
Ａは、下方に向かって弾性変形し、被押圧部３７０Ａは、下方に移動する。換言すれば、
被押圧部３７０Ａは、コネクタ１０Ａとカードとの接続に伴って、下方に押圧されて移動
する。
【００７２】
　被押圧部３７０Ａが下方に移動する際に、可動端部３８０Ａは、Ｚ方向において受止部
８１０に受け止められつつ、Ｘ方向において受止部８１０から受容部１４０Ａの底面１４
２Ａに向かって（後方に）移動する。このとき、第１の実施の形態（図１２参照）と同様
に、被保護部３８０Ａの先端３８４Ａは、保護部１３０Ａと接触することなく、受容部１
４０Ａ内に位置する。本実施の形態によれば、第１の実施の形態と同様に、コンタクト３
００Ａの破損だけでなく、保持部材１００Ａの破損も防止可能である。
【００７３】
　図１６を参照すると、本実施の形態による保護部１３０Ａは、初期状態において所定部
位３８２Ａと接触している。但し、保護部１３０Ａは、初期状態において所定部位３８２
Ａと接触せず離れていてもよい。
【００７４】
　図１５を参照すると、本実施の形態による後側コンタクト４００Ａの夫々は、コンタク
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ト３００Ａと異なる構造を有している。但し、後側コンタクト４００Ａは、コンタクト３
００Ａと同じ構造を有していてもよいし、コネクタ１０Ａは、後側コンタクト４００Ａを
備えていなくてもよい。
【００７５】
（第３の実施の形態）
　図１８を参照すると、本発明の第３の実施の形態によるコネクタ１０Ｂは、カード６０
０（図２参照）と同様なカード（図示せず）と、コネクタ１０（図１参照）と同様に接続
可能である。本実施の形態によるコネクタ１０Ｂは、コネクタ１０と同様に、使用時に回
路基板８００の搭載面８０２上に搭載される。以下、コネクタ１０Ｂとコネクタ１０との
相違点を中心に、コネクタ１０Ｂについて説明する。
【００７６】
　図１８乃至図２０を参照すると、本実施の形態によるコネクタ１０Ｂは、主として絶縁
体からなる保持部材１００Ｂと、金属製のシェル２００Ｂと、金属製の３つの前側コンタ
クト（コンタクト）３００Ｂと、金属製の３つの後側コンタクト４００Ｂとを備えている
。シェル２００Ｂは、上方から保持部材１００Ｂに取り付けられており、保持部材１００
Ｂと共に収容部１２Ｂを構成している。収容部１２Ｂは、コネクタ１０Ｂと接続されたカ
ード（図示せず）を、少なくとも部分的に収容する。コンタクト３００Ｂは、前後方向（
Ｘ方向）において後側コンタクト４００Ｂの前方に位置しており、Ｙ方向（横方向）に並
んでいる。
【００７７】
　図２１乃至図２３に示されるように、コンタクト３００Ｂは、２つの被保持部３１０Ｂ
と、バネ部３２０Ｂと、２つの被押圧部３７０Ｂと、被保護部３８０Ｂと、可動端部３８
６Ｂと、接点３９８Ｂとを有している。
【００７８】
　被保持部３１０Ｂは、保持部材１００Ｂに保持され固定されている。バネ部３２０Ｂは
、被保持部３１０Ｂから前方に延びた後、後方に延びている。可動端部３８６Ｂは、バネ
部３２０Ｂの後端部である。被保護部３８０Ｂは、可動端部３８６Ｂの前端から分岐して
後方に延びている。即ち、本実施の形態において、可動端部３８６Ｂは、被保護部３８０
Ｂと異なる部位である。バネ部３２０Ｂは、その前部において、２つの傾斜部を有してお
り、傾斜部の夫々は、カード（図示せず）がコンタクト３００Ｂを押圧していない初期状
態において、上方及び後方に延びている。被押圧部３７０Ｂは、この傾斜部の一部である
。接点３９８Ｂは、バネ部３２０Ｂの上端に位置している。
【００７９】
　被保護部３８０Ｂ及び可動端部３８６Ｂは、保持部材１００Ｂに保持されていない。被
保護部３８０Ｂ及び可動端部３８６Ｂの夫々は、バネ部３２０Ｂの弾性変形に伴って、保
持部材１００Ｂに対して相対的に移動可能である。換言すれば、コンタクト３００Ｂは、
移動可能な被保護部３８０Ｂ及び可動端部３８６Ｂを有している。
【００８０】
　図２０及び図２１を参照すると、保持部材１００Ｂは、絶縁体からなる平板部１１０Ｂ
を有している。平板部１１０Ｂは、平板形状を有している。平板部１１０Ｂは、コンタク
ト３００Ｂの夫々に対応して、２つの保持部１２０Ｂと、保護部１３０Ｂと、受容部１４
０Ｂとを有している。
【００８１】
　図２１乃至図２３を参照すると、保持部１２０Ｂは、コンタクト３００Ｂの２つの被保
持部３１０Ｂを夫々保持している。保護部１３０Ｂは、上下方向（Ｚ方向）において、収
容部１２Ｂの下方に位置している。受容部１４０Ｂは、収容部１２Ｂの下方に位置する空
間である。保護部１３０Ｂと受容部１４０Ｂとは、Ｘ方向に並んでいる。本実施の形態に
おいて、受容部１４０Ｂは、保護部１３０Ｂの後方に位置している。
【００８２】
　保護部１３０Ｂは、Ｚ方向において、コンタクト３００Ｂの被保護部３８０Ｂの上方に
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位置している。これにより、被保護部３８０Ｂは、Ｚ方向に沿って見たときに保護部１３
０Ｂと重なる所定部位３８２Ｂを有している。また、被保護部３８０Ｂは、Ｙ方向におい
て所定部位３８２Ｂと同じ位置にある先端３８４Ｂを有している。本実施の形態による先
端３８４Ｂは、Ｘ方向において保護部１３０Ｂから離れている。このため、先端３８４Ｂ
は、Ｚ方向に沿って見たときに保護部１３０Ｂと重なっていない。
【００８３】
　本実施の形態によれば、第１の実施の形態（図１０及び図１２参照）と同様に、コンタ
クト３００Ｂの被保護部３８０Ｂが、保護部１３０Ｂによって上方から保護されている。
これにより、第１の実施の形態と同様に、コネクタ１０Ｂに衝撃が加わった場合にも、コ
ンタクト３００Ｂの破損を防止できる。
【００８４】
　図２２及び図２５を参照すると、平板部１１０Ｂは、金属部材が組み込まれて補強され
ている。この金属部材の一部は、受止部１５０Ｂとして機能する。換言すれば、コネクタ
１０Ｂは、受止部１５０Ｂを備えている。本実施の形態による受止部１５０Ｂは、平板部
１１０Ｂに組み込まれた金属部材の一部である。これにより、受止部１５０Ｂを薄くでき
る。図２３及び図２６を参照すると、コネクタ１０Ｂが使用時に搭載される回路基板８０
０の一部は、受容部１４０Ｂの底面１４２Ｂとして機能する。換言すれば、コネクタ１０
Ｂの使用時において、受容部１４０Ｂは、底面１４２Ｂを有している。
【００８５】
　図２１及び図２４に示されるように、受止部１５０Ｂは、可動端部３８６Ｂに対応して
設けられており、保護部１３０Ｂは、被保護部３８０Ｂに対応して設けられている。これ
により、受止部１５０Ｂと保護部１３０Ｂとは、Ｙ方向において互いから離れている。本
実施の形態によれば、平板部１１０ＢのＺ方向におけるサイズを小さくできる。
【００８６】
　図２２及び図２５を参照すると、コネクタ１０Ｂに接続対象物であるカード（図示せず
）が挿入されると、カードの押圧部（図示せず）が、コンタクト３００Ｂの被押圧部３７
０Ｂと突き当たる。バネ部３２０Ｂは、下方に向かって弾性変形し、被押圧部３７０Ｂは
、下方に移動する。換言すれば、被押圧部３７０Ｂは、コネクタ１０Ｂとカードとの接続
に伴って、下方に押圧されて移動する。
【００８７】
　図２２及び図２５を参照すると、被押圧部３７０Ｂが下方に移動する際に、可動端部３
８６Ｂは、Ｚ方向において受止部１５０Ｂに受け止められつつ、後方に向かって移動する
。図２３及び図２６を参照すると、このとき、被保護部３８０Ｂは、底面１４２Ｂと接触
することなく全体的に後方に移動する。これにより、第１の実施の形態（図１２参照）と
同様に、被保護部３８０Ｂの先端３８４Ｂは、保護部１３０Ｂと接触することなく、受容
部１４０Ｂ内に位置する。本実施の形態によれば、第１の実施の形態と同様に、コンタク
ト３００Ｂの破損だけでなく、保持部材１００Ｂの破損も防止可能である。
【００８８】
　図２３を参照すると、本実施の形態による保護部１３０Ｂは、初期状態において所定部
位３８２Ｂと接触している。但し、保護部１３０Ｂは、初期状態において所定部位３８２
Ｂと接触せず離れていてもよい。
【００８９】
　図２０を参照すると、本実施の形態による後側コンタクト４００Ｂの夫々は、コンタク
ト３００Ｂと同様な構造を有している。但し、後側コンタクト４００Ｂは、コンタクト３
００Ｂと異なる構造を有していてもよいし、コネクタ１０Ｂは、後側コンタクト４００Ｂ
を備えていなくてもよい。
【符号の説明】
【００９０】
　１０，１０Ａ，１０Ｂ　　　　　コネクタ
　１２，１２Ａ，１２Ｂ　　　　　収容部
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　１００，１００Ａ，１００Ｂ　　保持部材
　１１０，１１０Ａ，１１０Ｂ　　平板部
　１２０，１２０Ａ，１２０Ｂ　　保持部
　１３０，１３０Ａ，１３０Ｂ　　保護部
　１４０，１４０Ａ，１４０Ｂ　　受容部
　１４２，１４２Ａ，１４２Ｂ　　底面
　１５０，１５０Ｂ　　　　　　　受止部
　２００，２００Ａ，２００Ｂ　　シェル
　３００，３００Ａ，３００Ｂ　　前側コンタクト（コンタクト）
　３１０，３１０Ａ，３１０Ｂ　　被保持部
　３２０　　　　　　　　　　　　第１バネ部
　３２０Ａ，３２０Ｂ　　　　　　バネ部
　３３０　　　　　　　　　　　　第１梁部
　３３２　　　　　　　　　　　　上面
　３３４　　　　　　　　　　　　第１被押圧部（被押圧部）
　３３６　　　　　　　　　　　　端部
　３４０　　　　　　　　　　　　第２梁部
　３４２　　　　　　　　　　　　上面
　３４４　　　　　　　　　　　　第２被押圧部（被押圧部）
　３４６　　　　　　　　　　　　端部
　３５０　　　　　　　　　　　　連結部
　３６０　　　　　　　　　　　　接続端部
　３６２　　　　　　　　　　　　起点部
　３６４　　　　　　　　　　　　第３被押圧部（被押圧部）
　３７０Ａ，３７０Ｂ　　　　　　被押圧部
　３８０，３８０Ａ　　　　　　　被保護部（可動端部）
　３８０Ｂ　　　　　　　　　　　被保護部
　３８２，３８２Ａ，３８２Ｂ　　所定部位
　３８４，３８４Ａ，３８４Ｂ　　先端
　３８６Ｂ　　　　　　　　　　　可動端部
　３９０　　　　　　　　　　　　第２バネ部
　３９４　　　　　　　　　　　　後端（自由端）
　３９８，３９８Ａ，３９８Ｂ　　接点
　４００，４００Ａ，４００Ｂ　　後側コンタクト
　６００　　　　　　　　　　　　カード
　６０２　　　　　　　　　　　　先端（押圧部）
　６１０　　　　　　　　　　　　電極
　６２０　　　　　　　　　　　　電極
　７００　　　　　　　　　　　　カードアダプタ
　７１０　　　　　　　　　　　　枠体
　７１２　　　　　　　　　　　　先端（押圧部）
　７１４　　　　　　　　　　　　内壁（押圧部）
　７２０　　　　　　　　　　　　空間
　８００　　　　　　　　　　　　回路基板
　８０２　　　　　　　　　　　　搭載面
　８１０　　　　　　　　　　　　受止部
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